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消費税率改正に伴う 

津ヨットハーバー使用料金の改正について 

 

 

 平素は、津ヨットハーバーの運営及び当一般財団の事業等にご理解ご協力いただき厚く

御礼申し上げます。 

 この度、消費税（地方消費税を含む）につきまして、２０１６年１１月２８日に施行さ

れた法律（平成２８年法律第８５号及び第８６号）に基づき、２０１９年１０月１日から

の消費税率を現行の８％から１０％へ引き上げることになりました。 

 つきましては、これに伴う津ヨットハーバー施設における使用料金を下記のとおり改正

いたしますので、恐れ入りますがご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．使用料金の改正内容  内税方式にて新税率を適用した料金に改正（別紙料金表） 

 

 

２．適 用 日   ２０１９年１０月１日 

 

 

 

 


